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市民部 

議案第１５９号  指定管理者の指定（大津市木戸交流センター）

について 

議案第１５９号 指定管理者の指定について、ご説明いたしま

す。 

当該議案につきましては、大津市木戸７０９番地にあります大津

市木戸交流センターの指定管理者の指定に関するものです。指定管

理者候補者は大津市浜大津四丁目１番１号を所在地とする、社会福

祉法人大津市社会福祉事業団で、指定期間は、令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３１日までの５年間です。 

それでは、タブレット資料に併せてご説明させていただきます。 

２ページをお願いいたします。 

「施設概要」につきましては、大津市木戸交流センターで、所在

は木戸７０９番地となります。 

併設しております健康福祉部所管の木戸デイサービスセンターと

一体の施設となっており、全体の敷地面積は４，５４９．３９㎡で

す。建物は鉄筋コンクリート造平屋建で、延べ床面積は集会室や調

理実習室、共用部分を含めて４５３．６０㎡となっており、これら

の貸室にかかる使用許可や利用料金の徴収、施設の維持管理等が主
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な業務となります。 

３ページをお願いいたします。 

開館時間は、午前９時から午後１０時までで、土曜、日曜、５月

４日及び５日、年末年始を休館日としております。根拠法令としま

しては、大津市木戸交流センター条例及び管理運営に関する規則と

なります。 

４ページをお願いいたします。 

施設の平面図及び各貸室の状況です。左上の「フロアーのご案

内」における黄色に赤枠の箇所が木戸交流センターであり、緑色に

着色した箇所が木戸デイサービスセンター、水色が一体利用をして

いる事務所等のスペースとなります。 

５ページをお願いいたします。 

「指定管理者が行う業務」としましては、（１）施設の運営に関

すること、（２）施設の使用許可及び利用料金徴収事務、（３）施設

及び設備の維持管理に関すること、（４）施設の警備に関する業

務、（５）負傷者の対応及び報告の大きく５つとなります。 

当該施設を、併設する木戸デイサービスセンター運営事業者と同

一事業者を指定する理由としましては、構造上、両施設が一体の建

物であることから、同一事業者が一体的に管理することで、効率
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的・効果的な運営が可能となるためです。 

６ページをお願いいたします。 

「申請者の概要」についでですが、団体名は、冒頭に申し上げた

とおり、大津市浜大津四丁目１番１号を所在地とする社会福祉法人

大津市社会福祉事業団で、提出された事業計画の骨子としまして

は、１．管理の基本方針、２．危機管理体制、３．人員計画、職員

の研修計画、４．施設運営、５．委託料・利用料金、６．自主事業

計画の大きく６つとなります。 

「委託料申請額」は、５年間の総額で１６，２８５千円です。 

７ページをお願いいたします。 

「採点結果」につきましては、審査項目として「安定的な運営」

「サービスの向上」「経費の縮減」の３つを設定し、項目ごとの配

点、満点、得点は表中に記載のとおりです。合計得点は７００点満

点中、５０５点でした。 

「選定理由」につきましては、施設の設置目的及び管理運営に関

する基本的な考え方を十分に理解しており、類似施設の管理運営に

ついての経験と実績を活かした、安定的な運営が期待できると評価

されたためです。また、地域住民等の活用を促進するための情報発

信や広報活動、併設施設である木戸デイサービスセンターとの一体
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的な運営による、効率化や経費縮減などの提案がありました。 

８ページから１２ページにかけては、申請団体から提出された事

業計画書の概要を記載しています。 

８ページをお願いいたします。 

「管理の基本方針」につきましては、施設の情報発信及び積極的

な広報活動、公平・公正を基本とする施設の使用許可、効率的かつ

適切な施設の維持管理、併設する木戸デイサービスセンターとの一

体的な施設管理による効率的な運営と経費の縮減、感染症対策の徹

底となっております。 

９ページをお願いいたします。 

「危機管理体制」につきましては、日常時の安全管理からハラス

メント対策まで、記載のとおりです。 

１０ページをお願いいたします。 

「人員計画、職員の研修計画」につきましては、併設する木戸デ

イサービスセンターとの兼務所長、兼務事務員、開閉員の配置のほ

か、研修計画については記載のとおりです。 

１１ページをお願いいたします。 

「施設運営」につきましては、“サービス向上策”として自動販

売機設置による利便性の向上や、“利用促進の方策”として事業団
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主催行事での PRや各種団体への呼びかけ、“利用者の声の反映”

として投書箱の設置などが掲げられています。 

１２ページをお願いいたします。 

「委託料」につきましては、５年間で１６，２８５千円、施設の

「利用料金」は、大津市木戸交流センター条例に定める額のとおり

です。 

「自主事業」につきましては、文化活動事業として、浄瑠璃や舞

踊等の文化公演会を定期的に開催し、併設の木戸デイサービスセン

ター利用者と地域住民とのふれあいの場を提供することで、木戸交

流センターを認知してもらい利用促進につなげる取組が計画されて

います。 

１３ページをお願いいたします。 

 「選定基準」につきましては、審査項目、配点、最低水準点

等、記載のとおりで、審査は総合得点方式とし、各大項目単位で最

低水準点を６０％に設定しました。 

１４ページから１６ページにかけては、「健康福祉部指定管理者

選定委員会の概要及び選定結果」についてです。 

木戸交流センターの管理については、併設する木戸デイサービス

センターと一体的に管理運営を行うことで、効率的な運営が可能と
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なることから、木戸デイサービスセンターと合わせて公募し、健康

福祉部の指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）

で、指定管理者の選定を行いました。 

本年７月１６日の第１回選定委員会において、募集要項及び仕様

書等についてご審議いただき、８月１日から１２日まで募集要項を

配布、８月２１日から９月２日まで申請の受付を行いました。 

１団体から申請書の提出があったため、９月３０日に第２回選定

委員会を開催し、申請書類の書面審査及びヒアリング項目について

ご審議いただきました。同日、各委員に審査項目ごとに採点いただ

いた結果、１６ページのとおり評価点５０５点で各審査項目の合計

点の全てにおいて最低水準点を満たしていたことから、「社会福祉

法人大津市社会福祉事業団」を指定管理者の候補者として第１順位

に選定したものです。 

以上、議案第１５９号 指定管理者の指定についてのご説明とさ

せていただきます。 


